
番匠川圏域の減災に係る取組状況

(減災)  資料4-1

令和７年５月
番匠川圏域大規模氾濫減災協議会
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○現状の取組

●課題
・洪水浸水想定区域図等における洪水リスクが地域住民に十分に認知されていない。
・大規模氾濫が生じた場合、災害拠点病院等が浸水するおそれがある。

佐伯市ＨＰ掲載 （洪水ハザードマップ）

・計画規模の降雨による洪水浸水想定区域図を公表。【県、国】
・洪水浸水想定区域図を基に洪水ハザードマップを作成し、全戸配布及
び市のホームページへの掲載を実施。【市】

佐伯河川国道事務所ＨＰ掲載（洪水浸水想定区域図）

１） 急激な水位上昇などに対する迅速な避難行動のための、防災情報提供や水防災教育に関する取組

平常時における住民等への周知・教育・訓練
情報伝達の強化、避難計画等の策定

① 想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域図及び氾濫シミュレーション等の策定、公表

【国：完了、県：Ｈ２９年度～】

これまでの取組

・【県】 H28～30年度 堅田川など県管理の水位周知河川について、浸水想定区域図及び氾濫シミュ
レーション策定、公表済。

・【国】 H29年3月29日 番匠川（国管理区間）の浸水想定区域図、氾濫シミュレーション公表。

浸水ナビ（検索した地点の浸水シミュレーションを電子地図上で確認できるシステム）公表。

・【県】 令和２年度より、高精度な地形データ（DEMデータ）を用いて、危険箇所以外の土砂災害の

おそれのある箇所を抽出し、土砂災害警戒区域等の調査・指定を実施中

・【県】 R７年度 中江川など県管理の中小河川（89河川）において、浸水想定区域図を策定予定。

今後の取組
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② 想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域図を基にした洪水ハザードマップや土
砂災害ハザードマップの作 成、周知 【市、（県）、（国）：Ｈ２９年度～】

これまでの取組

③ 災害拠点病院等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動 【市、県、国：継続】

•【市、県、国】 H29年２月 要配慮者利用施設を対象に、浸水リスクと水害対策等及び、改正水防法
に基づく施設管理者が作成する避難確保計画（洪水・土砂）についての説明会を開催。

•【国】 災害拠点病院、地域防災計画指定公共機関へ、各種会議を通じて説明を実施。

•【県】洪水浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設を対象に、県社会福祉協議会と連携した
避難訓練支援を実施。

•【市（国）】要配慮者利用施設が作成する避難確保計画（洪水・土砂）の記入例及び様式をホーム
ページへ掲載、さらに対象施設へ作成依頼文を郵送しフォローアップを実施。

その結果、災害拠点病院含む病院・診療所等は、H29・30年度で対象の４２施設全てより提出あり。

災害拠点病院の災害に対応した新病棟完成。

これまでの取組

【市】・避難確保計画の計画的な見直しを推進していく。

今後の取組～対象施設が作成する避難確保計画（洪水・土砂）のフォローアップを継続。

・佐伯市洪水ハザードマップが完成。（Ｈ30年度完成）
・洪水ハザードマップをH31年3月に全戸配布し、佐伯市ホームページにも掲載済。
・土砂災害ハザードマップ H30年度～作成中、終了した地区には全戸配布及びホームページへ

掲載済。（R４年度末作成済）

今後の取組

・土砂災害警戒区域等の新規・変更指定に併せて、土砂災害ハザードマップを随時作成、配布
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・避難情報の発令判断の目安となる洪水予報・水位情報や防災気象情報等
の発表を実施。【県、気、国】

・出前講座等により水防災教育を実施。【全ての機関】

・各地区にて、防災マップを作成。【市】

●課題
・避難情報や防災気象情報、洪水予報・水位情報の意味やその情報により居住者等がとるべく行
動が十分に認識されていない。

・近年の集中豪雨により、洪水に対する意識は、高くなっていると感じられるが、避難行動までには
至っていない。

・浸水想定、土砂災害警戒区域の拡大により、指定緊急避難場所の確保が難しい。

１） 急激な水位上昇などに対する迅速な避難行動のための、防災情報提供や水防災教育に関する取組

平常時における住民等への周知・教育・訓練
情報伝達の強化、避難計画等の策定

○現状の取組

出前講座（佐伯河川国道事務所資料）

令和７年度の目標

１．毎年実施している佐伯市地域避難訓練については、前年度比増を目指す。

２．参加率向上を目指した検討内容

出前講座にて避難訓練の実施を促すとともに、市報・防災かわら版などによる周知を行う。

３．洪水・土砂災害ハザードマップやタイムラインを活用した避難訓練を実施予定。

④ 各地区において避難訓練を実施 【市、県：継続】

令和６年度の実施状況

・全市一斉に避難訓練の実施(山間部のみ風水害時の訓練)（R６.９.１)

・佐伯市内228地区において避難訓練を実施予定だったが台風10号の影響により中止

（風水害想定 地区、土砂災害想定 地区、津波想定 地区 ※多重想定あり）

総参加人数 名

これまでの取組

今後の取組

●課題
・高齢者等避難や避難指示、防災気象情報、洪水予報、水位情報の意味やその

情報による対応が住民には十分認識されていないことが懸念される。
・住民の地震、津波への関心は高いが、洪水に対する意識は低く、水防災の地域の自主的な避

難訓練の参加率や防災講話要望が少ない。
・水防災教育の対象者は限定的である。

弥生 蕨野地区 防災マップ作成

○これまでの課題

4



⑤ 学校などを対象とした水防災教育の実施 【全ての機関：継続】

【市】
（１）佐伯市生徒指導連絡協議会にて講話

市内全高校が参加する協議会にて、各高校別に浸水想定等を示し、水害の危険度を説明した。
（２）生徒・児童を対象に、防災講話の実施。

令和６年度は、児童館1館、小学校8校、中学校2校にて防災講話を実施した。 （Ｒ．７．１．２９現在）
【県】

令和６年度は上堅田小学校、昭和中学校の117名を対象に防災教育を実施。また、脇区で国・県・市・
河川協力団体と連携し、「マイ・タイムラインづくり」、防災情報の入手方法、洪水ハザードマップの活用
等の川の防災教育を実施。

【国】
令和６年度 脇区を対象に国・県・市・河川協力団体と連携し、「マイ・タイムラインづくり」、防災情報の
入手方法、洪水ハザードマップの活用等の川の防災教育を実施。また、佐伯河川国道事務所若手等
職員を対象に「マイ・タイムラインづくり」を実施。
【気】
令和6年度は、株式会社管厚組、米水津総合防災事業実行委員会、大分県旅客船協会で出前講座を

実施。また、災害フォーラムに出展を行った。

引き続き、国、県、市、河川協力団体と連携して学校や地域に「マイ」・タイムライン」づくりを実施していく

今後の取組

⑥ 関係機関が実施する出前講座や津波防災講話等と相互に協力・連携した水防災の啓発活動の強化

【全ての機関：継続】

【市】地区防災講話（H29年度22回）（H30年度33回）（R元年度36回）

（R2年度4回） （R3年度6回）（R4年度11回） （R5年度8回）（R６年度11回）

各種防災教育ハンドブック、パンフレット等を活用して実施

【市】地元住民、関係機関による防災パトロール（R6.5.16）
【市】防災講演会（R6.12.23）

【市】防災士養成研修（ R6.9.2～3) 
【国】R6年度は、直川小を対象に出前講座を実施。（R6.10.3）

【気】防災士養成大分県主催及び佐伯市主催の研修に講師を派遣)

【県】防災士養成研修 （R6.9..7～8) 

・ホームページ、防災かわら板を活用し、水防災の出前講座のPR強化。

・防災講話にて、水防災の内容を、より充実させていく。

これまでの取組（継続）

今後の取組

地区防災講話（佐伯市）

令和６年度の防災教育の現状

H28年の市内小中学校の防災教育の現状
・H28.11月時点、佐伯市防災危機管理課の調査によると、市内全３８小中校で防災教育を実施中。
・防災教育テーマの約７割は地震・津波が占める一方、風水害の内容が極めて少ない。

防災士養成講座（佐伯市）

脇区にて「マイ・タイムライン」づくり上堅田小学校、昭和中学校にて防災教育
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佐伯市 防災手帳・ハンドブック・パンフレット

防災教育ハンドブック 外国人のための防災パンフレット

わが家の防災手帳 マイ・タイムライン 津波編
【災害時避難行動計画】

防災教育ハンドブックは
世代に合わせて５種類あります。

英語・韓国語・中国語・タガログ語・ベトナム語
インドネシア語・ミャンマー語の７か国語で作成
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線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ
1.「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯に
よる大雨の可能性がある程度高い場合に、「気象情報」において半日程度
前から県単位で呼びかけます。

2.警戒レベル相当情報を補足する解説情報として発表します。

⑦ 防災気象情報の改善（線状降水帯による豪雨に対する情報提供の改善）
【気：継続】

令和6年度の取組状況
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⑧ 住民の避難行動を促すためのスマートフォン等を活用したリアルタイム情報などの防災情報ツー
ルの普及活動 【市、県、国：継続】

⑨ マスコミとの意見交換会の実施 【気、国：継続】

これまでの取組（継続）

⑩ 「水防災意識社会」再構築に役立つ広報活動 【全ての機関：継続】

・新たな取り組みについての情報を広報。

今後の取組

・【市】ホームページ、市報、防災行政ラジオ、防災かわら版、ケーブルTV、学校教育関係、記者発表、

講習会、イベント、自治会活動において周知。

・【県】講習会・各種イベント時にチラシを配布、ホームページに掲載、 SNS等で動画広告配信

・【国】防災情報ツール（ホームページ、携帯)の周知資料を作成し出前講座、防災教育、各種イベント

時にちらしを配布、HPに掲載。

これまでの取組（継続）

・水防災意識社会再構築協議会のホームページ開設。（コーナーを掲載）

・要配慮者利用施設への説明会を開催。

・番匠川の水防災意識社会再構築に関する概要資料を配布。

・協議会の結果を記者発表、ホームページに掲載。

・ケーブルＴＶでの広報。

これまでの取組（継続）

・防災気象情報、河川情報等のマスコミとの意見交換会を実施。

R6.7.24 佐伯河川国道事務所

【大分地方気象台】
R6年6月6日
各放送機関、各防災機関と防災気象連絡会
R6年12月11日
NHK、OAB、TOS、OBS、合同新聞と懇談会
R6年12月20日
NHKと意見交換会

【佐伯河川国道事務所】
R6年7月24日

報道機関との防災情報意見交換会
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○現状の取組

●課題
・避難情報や、防災気象情報、洪水予報等の意味やその情報による対応が住民には十分認識
されていないことが懸念される。

・避難情報の発令判断の目安となる洪水予報・水位情報や防災気象情報等の
発表を実施。【県、気、国】

１） 急激な水位上昇などに対する迅速な避難行動のための、防災情報提供や水防災教育に関する取組

平常時における住民等への周知・教育・訓練
情報伝達の強化、避難計画等の策定

これまでの洪水予報文（例）

⑪ 発表の対象区域や避難の切迫性等が市長や住民等に確実に伝わる洪水予報文の改善
【気、国：継続】

これまでの取組

発表の対象区域や避難の切迫性等が確実に伝わる様、洪水予報文を改善

・ 主文に “堤防決壊等による” と記載。

・ 主文、見出しに警戒レベル相当の記述を追記。（令和元年5月29日から）

・ 避難すべき地区名を明記。

・ 国直轄河川の洪水予報の水位予測を、３時間先までから６時間先までに拡張（令和３年出水期から）

・ ３時間先の予測水位による氾濫危険情報を発表（令和４年６月１３日～ ）

番匠川氾濫危険情報
（主文）

【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。番匠川の番匠橋水位観測所（佐伯市）では、「氾
濫危険水位」に到達しました。番匠川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、佐伯市では浸水するおそれ
があります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動
をとってください。

これまでの洪水予報文（例）

改善する主な洪水予報文等（例）

〇標題 → “警戒レベル●相当情報”を冒頭（＝標題）に明⽰する。
〇⾒出し → 【警戒レベル●相当情報】の記載を「⾒出し」から発表⽂冒頭の「標題」に移動。
〇主⽂ → 変更なし
〇新規追加 → 警戒レベル相当情報早見表
〇氾濫による浸水が想定される地区 → 氾濫箇所を記載
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指定河川洪⽔予報を作成するシステムの更新に合わせ、図表を⽤いた分かりやすい表現とするため、洪⽔予
報⽂（PDF 形式）の様式を変更。（XML電⽂は変更なし）新様式の運⽤開始。

⽔位周知河川の⽔位到達情報の変更
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○現状の取組

●課題

・防災情報を提供中であるが、住民の避難行動を促すことに対して十分で
ない懸念。

・河川ライブ映像の提供は、佐伯市ホームページ及びNHK等へ映像を提供
しているが住民への周知が十分ではない。

・気象、河川水位、洪水予報、河川ライブ映像等の情報をホームページや放送
局、アラームメールを通じて伝達。【県、気、国】

１） 急激な水位上昇などに対する迅速な避難行動のための、防災情報提供や水防災教育に関する取組

平常時における住民等への周知・教育・訓練
情報伝達の強化、避難計画等の策定

「市報さいき」へ防災情報の掲載
・R6年7月

川の防災情報
・R6年8月
排水ポンプ場の運転調整
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・引き続き佐伯市ホームページ等に河川ライブ映像を提供する。

・佐伯市ホームページ等に河川ライブ映像提供中

・洪水時等にＮＨＫ及び民放３局へ河川ライブ映像を提供

⑬ 放送局への河川ライブ映像の提供 【国：継続】

⑫ ＨＰ等にて発信している防災情報の充実 【全ての機関：継続】

今後の取組これまでの取組（継続）対象
機関

・防災かわら版や各種イベントにて、
防災・行 政ラジオやさいき防災メール
をPRし、普及率 及び登録者の向上を
図る。

・さいき防災メール登録者へ、気象情報（注意報・警報）及び避難情 報を発信。

・防災スピーカー、防災・行政ラジオにて、避難情報を 放送。

・現在の市役所ホームページに“防災情報”のバナーを設け、各種デ ータを掲
載中。（気象情報、避難情報については新着でお知らせ）

・市のホームページにて、防災カメラ36箇所を配信。

・ケーブルテレビデータ放送にて、防災カメラ33箇所を配信。

・警報発表中は、佐伯ケーブル112chにて防災ch放映。

市

・県のホームページに“おおいた防災ポータル”の ページを設け、 各種気
象情報や災害情報を掲載中。

県

・防災気象情報の体系整理
（令和8年度に運用開始予定）

・災害発生が予測される場合には、注意報・警報等を 発表し提供

・今後予想される雨量等や危険度の推移を時系で提供、夜間の避 難等の
対応を支援する観点から可能性が高くなくても、「明朝 までに警報級の現
象になる可能性」を夕方までに発表。

・大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、洪水警報の各キキ クル（危
険度分布）について、気象庁HPで提供中。また、この キキクルにハザード
マップを重ね合わせて表示。

・民間事業者がメールやスマホアプリを利用した、危険度分布等のプッシュ型

通知サービスを開始。

・気象庁HPを随時リニューアル

線状降水帯に関する情報の提供開始（令和3年開始）、改善（令和4,5,6年）

気象庁HPの洪水キキクルと水害リスクラインの統合表示（R5.2.16開始）

気

・メール、FAX、テレビ、ラジオ、インターネットにより洪 水予報を情

報提供中。

・現在の事務所ホームページは、“防災情報ページ”  を設け、他

機関を含めた各種リンクデータを掲載中。

・現在、事務所ホームページで河川ライブ映像を7地点公開中。

・H29.5月から、携帯電話事業者が提供する緊急速報 メールを活用

した洪水情報のプッシュ型配信を開始。

・防災情報ページを意識しやすい様、画面を改良し操作性を向上。

・YouTubeによるリアリティーのある河川映像の伝達を開始。

・簡易型河川監視カメラ画像の提供。

・多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの公表【R4.4.28】

国

今後の取組

これまでの取組（継続）

・内外水一体の水害リスクマップ（浸水
頻度図）の公表【令和7年度迄の予定】
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○現状の取組

防災スピーカー

携帯電話へのアラームメール

ホームページ

●課題
・防災・行政ラジオの普及率向上。

・緊急速報メールは携帯電話を持たない人に伝達できない。

⑭ 防災行政ラジオの希望世帯全戸配布 【市：Ｈ２９年度～】

・ H29.5月より配布開始。引き続き、申請受付中。（R6.12末現在・申請率 73.1％）

取組状況

市報さいき2016年12月1日号4,5頁 抜粋

さいき防災メール

・【市】避難情報を、防災スピーカー、防災・行政ラジオ、緊急速報メール、さい
き。

防災メール（登録者のみ）、広報車、水防団、ケーブルテレビ、市のホームペー
ジ、ＳＮＳにより伝達。

１） 急激な水位上昇などに対する迅速な避難行動のための、防災情報提供や水防災教育に関する取組

平常時における住民等への周知・教育・訓練

情報伝達の強化、避難計画等の策定

屋外の防災スピーカー
から放送する内容を、屋
内で聞くことができます。
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○現状の取組 ・避難情報等の発令に関する基準を定め、「佐伯市避難情報等の判断基準・
伝達マニュアル」に具体的な避難情報の発令基準や対象地域を明記。【市】

・避難情報の発令等に着目したタイムラインを策定。【市、国】
・佐伯市長などへのホットラインを実施。【市、県、気、国】

●課題
・急激な水位上昇の場合などは、避難情報等の情報が間に合わないことが懸念される。
・タイムラインは洪水や訓練を踏まえた検証が十分ではない。
・防災関係機関が連携した災害時の行動を、より確実に行うことが不可欠。

１） 急激な水位上昇などに対する迅速な避難行動のための、防災情報提供や水防災教育に関する取組

平常時における住民等への周知・教育・訓練
情報伝達の強化、避難計画等の策定

この図は、国と市によるH28.9.20台風１６号
での実施状況。

ピンク色は解析雨量で、３時間降水量150 ㎜以上の予想の分布

9月20日01時の1時間後の予想

9月20日01時の2時間後の予想

9月20日 2時05分 気象台から佐伯市へ 管理職間ホットライン

解説、助言の内容 （避難勧告を一部地域に発令していること
は確認ずみ）。猛烈な雨の降る可能性はしばらく続く。さらに発
達した雨雲は内陸部へも流れ込んでおり、土砂災害の危険度
が内陸部もかなり高まっている。

市町村が避難情報等のタイミングを逸することがないよう、防災気象情報を十分に活用し、避難情
報等に繋がる河川水位情報を確実に伝達し、迅速かつ適切な避難情報等の支援に繋げる。

【県】 市町村の避難情報等の発令等に係る支援について

※参考（各機関のホットライン）

【国】
【気】

ホットライン

ホットライン
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⑮ 上流域の迅速な状況把握及び関係機関への情報提供・情報共有 【市、県、国：継続】

・ 【市】水防団による巡視。各振興局との連携連絡。

・ 【県】雨量・水位情報メール。（県民安全・安心メール）

・ 【国】危険箇所の水位の把握。雨量・水位情報メール。県、市へ光回線により画像情報を提供。

災害時等協力業者等との意見交換

これまでの取組（継続）

⑯ 洪水対応情報伝達演習の実施 【全ての機関：継続】

これまでの取組（継続）

・出水期前に、国、県、市、気象台、陸上自衛隊等が参加し実施。
・関係機関へ水防警報、洪水予報等の情報伝達。ダム・水門など河川管理施設等の操作状況の確認、
ホットライン等を実施。洪水対応演習R7.4.22

⑰ ホットラインの連絡訓練 【全ての機関：継続】

・避難情報の発令をより確実に実施するため、防災気象情報や河川防災情報等の情報提供の訓練を
実施。洪水対応演習R7.4.22

これまでの取組（継続）

⑱ タイムラインに基づく実践的な訓練 【市、県、国、（気）：Ｈ２９年度～】
タイムライン、水害対応チェックリストの検証及び改善検討 【市、県、国：継続】

・出水期の関係機関の防災体制を踏まえ、タイムライン、水害対応チェックリストの検証及び改善検討。
・出水期前に、タイムラインに基づく実践的な訓練を実施。（洪水対応演習で実施）

これまでの取組（継続）

⑲ タイムラインの作成 【市、県、国：～R５年度】

これまでの取組（継続）

・佐伯市は番匠川に於いて、住民避難を主眼にしたタイムラインを作成済み。
・県管理の水位周知河川（７河川）についてもタイムラインを令和２年度に作成済。
・流域タイムライン作成済（R5.1.20作成・R6.2改正）
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○現状の取組
・佐伯市地域防災計画において、避難場所を設定。H30年度は避難場

所等を掲載。【市】

・市報及びホームページにて、災害事象（風水害・地震津波）を分け

避難場所を周知、H30年度は、指定緊急避難場所、指定避難所を掲載。

【市】

●課題
・避難場所までの避難経路上の危険箇所の把握が十分にできていない。
・大規模氾濫により多くの避難者が集中した場合には、避難場所が不足することが懸念される。
・急激な水位上昇の際、避難場所開設の遅れが懸念される。
・浸水想定、土砂災害警戒区域の拡大により、指定緊急避難場所の確保が厳しい。

１） 急激な水位上昇などに対する迅速な避難行動のための、防災情報提供や水防災教育に関する取組

平常時における住民等への周知・教育・訓練
情報伝達の強化、避難計画等の策定

⑳ まるごとまちごとハザードマップ整備の検討 【市、（県）、（国）：H３０年度～】

㉑
㉒

避難経路上の危険箇所マップ作成促進 【市、（国）： H３０年度～】
避難場所の再検討 【市：Ｈ２９年度～】

関連する取組相互のスケジュール（案）

R3 ～

年度

H31～R2

年度

H30

年度

H29

年度

H28

年度
主体実施項目Ｎｏ

公
表

国洪水浸水想定区域図等の策定・公表①

公

表
県洪水浸水想定区域図等の策定・公表①

配布全市
（県国）

洪水ハザードマップの作成・周知②

選 モ
定 デ
のル

市
（県国）

まるごとまちごとハザードマップの整備の検討⑳

期 地

間 区市
（県国）

避難経路上の危険箇所マップ作成促進㉑

市避難場所の再検討㉒
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・Ｈ３０年度 国、県の洪水浸水想定区域図の公表を踏まえ、主要となる地区を選定。
・Ｈ３１年度～ 選定した地区でワークショップ（地区、市、県、国）を実施し、まるごとまちごとハザー

ドマップの整備検討を行う。

・Ｈ３１年度～ 選定した地区でワークショップ（地区、市、県、国）を実施し、避難経路上の危険箇所
マップを作成。

・R7年度 作成されたマップにより避難訓練を実施。

・大規模氾濫により多くの避難者が集中した場合の避難場所不足を想定した検討を行う。

今後の取組

⑳ まるごとまちごとハザードマップ整備の検討 【市、（県）、（国）：H３０年度～】

㉒ 避難場所の再検討 【市：Ｈ２９年度～】

㉑ 避難経路上の危険箇所マップ作成促進 【市、（県）、（国）：H３０年度～】

洪水関連標識設置イメージ
（まるごとまちごとハザードマップ実施の手引きH18.3月 国土交通省河川局資料）

今後の取組

今後の取組

・自主防災組織や自治会などと協議し避難場所を選定。

・学校施設等と協議し、避難場所を選定済み。

・台風等の大雨により浸水した施設及び土砂災害警戒区域の範囲に当たる施設については、随時

取り消し等の検討を行う。

これまでの取組（継続）

これまでの取組

・Ｈ３０年度 国、県の洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒区域等の公表を踏まえ、主要となる
地区を選定。
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㉓ 災害事象（洪水・土砂・津波）毎の避難場所の周知 【市：Ｈ２９年度～】

H28.3月 内閣府資料

㉔ 地域防災拠点の検討・整備 【市：継続】

・佐伯市総合運動公園を大規模災害時の地域防災拠点と位置付けており、救援物資等の集積・輸

送拠点や支援部隊の活動拠点・医療救護所施設として使用。

・【整備済み】大型防災備蓄倉庫、屋内練習場（災害時荷捌所）、給水車専用給水栓、地方卸売青

果市場、臨時ヘリポート、給食センター。どこでもスタンド（災害時専用臨時設置給油設備）

これまでの取組

これまでの取組（継続）

㉕ 避難場所の早期開設のための仕組み作り 【市：継続】

・避難情報が発令された場所、指定緊急避難場所に指定されている施設のうち、市役所及び振興

局、各地区公民館等を職員により開設する。（台風の進路等の状況に応じ、早めに開設

することも ある。）

・その他の指定緊急避難場所については、各区長等により開設をお願いしている。

・だれでも避難所を運営できるよう「避難所運営マニュアル」を作成して活用していく。

・風水害・地震津波の別を標記し、ホームページにて公開中。（市報にも掲載）

これまでの取組

・まず避難する「指定緊急避難場所」の周知を徹底する。（水防災に特化）

今後の取組

今後の取組

・拠点が災害時に効果を発揮するため、各関係機関と細部の調整・検討を行う。

・備蓄倉庫内の備蓄品がだれでもわかるよう、物資調達・輸送調整等システムの運用。
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●課題
・避難行動要支援者の誘導体制がまだ十分に確立されていない。

・台風接近時など、事前に土のうを準備し避難路の冠水を防止。

・地域で行われる避難訓練等に協力。

○現状の取組 避難誘導は水防団、自治会及び自主防災組織が実施 【市】

佐伯市水防団（消防団） （R7.1.1現在）、56分団1,445名（うち女性21名）。

・毎年11月第2日曜日に実施する佐伯市地域一斉避難訓練時に、各自主防災組織等にて避

難訓練を実施。

・その他、避難行動に関する取組として、防災研修会の開催、避難路巡視、危険個所巡視、初期

消火訓練、避難誘導訓練等を行っている。

佐伯市内自主防災組織 （R6.4.1現在）組織数304 結成率95.4%（結成済み地区351地区／全368地区）

㉖ 避難行動要支援者への避難誘導の仕組み作り 【市：継続】

・要支援者のための福祉避難所（ディサービスセンター、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等）

を随時募集中（現在３６施設）。

・社会福祉課主導により、「避難行動要支援者名簿」を作成。

・区長を対象に説明会を開催し、協力者名簿の提出を依頼中。

・また、洪水・土砂災害の対象区域内の要配慮者利用施設において、避難確保計画を策定済み。

（保育所等児童利用施設36施設、老人福祉施設82施設、障がい者利用施設17施設、学校・幼稚園

33施設）

これまでの取組（継続）

２） 確実な避難行動と社会経済被害の最小化のための、的確な水防活動に関する取組

確実な避難行動に関する取組
水防活動及び体制の強化に関する取組
排水活動及び施設運用の強化に関する取組
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○現状の取組
・出水期前に水防団、市、県、国等による水防訓練、重要水防箇所の情報

提供及び合同巡視を実施。【市、県、国】
・出水時には水防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施。【市、国】

●課題
・水防団員が減少、高齢化している中で、人手不足となってきている。
・水防活動を担う水防団員は、水防活動に関する専門的な知見等を習得する機会が少なく、
正確な水防活動や情報共有ができないことが懸念される。

R6.6.3水防連絡会

R.6.6.3合同巡視状況
H23年版 R５年版佐伯市消防年報

国土交通省水管理・国土保全局 H28水防月間リーフレット（６頁中段）

２） 確実な避難行動と社会経済被害の最小化のための、的確な水防活動に関する取組

確実な避難行動に関する取組
水防活動及び体制の強化に関する取組
排水活動及び施設運用の強化に関する取組

団 員 数
定員1,880人
実員1,442人

（うち女性16人）
平均年齢45.8歳

R.6..5.26佐伯市水防訓練
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㉗ 水防活動の担い手となる水防団員の確保、水防協力団体の募集・指定の促進 【市：継続】

・ 新聞折り込み広告等を使用した消防団員（水防団員）の募集活動。

・ 水防協力団体の募集及び指定。

これまでの取組（継続）

㉘ 関係機関が連携した実践的な水防訓練や、水防に関する研修会等の実施
【市、県、国：Ｈ２９年度～】

• 【市、県、国】 佐伯市水防訓練の実施。（R７年度は５月２５日実施）

これまでの取組（継続）

公益社団法人 全国防災協会パンフレット抜粋

• 【市】水防専門家派遣制度（全国防災協会）を使用し、水防団員を対象に講習会を実施。

今後の取組
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○現状の取組

㉙ トップセミナー等の開催及び重要水防箇所等の共同点検の実施 【全ての機関：継続】

・トップセミナーの開催。

河川管理者と佐伯市長が、避難の時機・区域を適切に判断するための情報共有を実施。（R4.6.7）

○国・県南部地区災対（振興局）・県土木事務所・佐伯市の４者間で緊急時のホットラインの構築

・重要水防箇所等の共同点検の実施。

出水期前に、堤防が低い箇所などの点検を、国、県、市、気象台、消防、警察、自衛隊等が共同で

実施している。Ｒ７年度は水防連絡会時に実施予定。

●課題
・基準水位観測所の対象区間が広範囲であるため、優先的に水防活動を実施すべき箇所の状

況がつかみにくい。

番匠川水系の水防警報区間

２） 確実な避難行動と社会経済被害の最小化のための、的確な水防活動に関する取組

確実な避難行動に関する取組
水防活動及び体制の強化に関する取組
排水活動及び施設運用の強化に関する取組

・基準水位観測所の水位により水防警報を発表。【県、国】
・災害発生のおそれがある場合は、ホットラインによる情報伝達を実施。【国】
・出水時にはメール一斉送信により水防団への水位情報伝達を実施。【市】

これまでの取組（継続）
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○現状の取組
・水防倉庫等に水防資機材を備蓄。【市、県、国】
・応急資機材に関する災害時の応援協定を締結。【市、県、国】

●課題
・複数箇所の水防対応や大規模な災害対応が必要となった場合に資機材の不足が懸念される。

各関係機関保有の資機材の情報共有

【市】各種関係機関と協定締結。
【県】建設業協会と協定締結。
【国】建設業者、砕石組合、トラック協会と協定締結。

㉚ 洪水氾濫時の応急復旧に必要となる資機材等の確保のための調達計画の作成

【国：Ｈ２９年度～】

・河川区域内のストック備蓄資材量及び災害協定締結（砕石組合、建設会社）先の資機材保有量の情報集約。

・大規模災害時の必要資材量を整理し、毎回見直しを実施。

今後の取組（継続）

㉛ 的確な水防活動を実施するための水防資機材等の必要量の確保 【市、県、国：継続】

これまでの取組（継続）

• 【市、県、国】 数量確認と、使用に応じて補充を随時実施。

• 【市】水防計画書に全機関の備蓄資材を記載。

• 【国】水防倉庫位置を水防情報図に記載。 鶴岡、弥生、三股

２） 確実な避難行動と社会経済被害の最小化のための、的確な水防活動に関する取組

確実な避難行動に関する取組
水防活動及び体制の強化に関する取組
排水活動及び施設運用の強化に関する取組
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○現状の取組

・出水時の排水ポンプ場、樋門等の操作は、操作規則に基づき開閉等を実施。【市、 県、国】
・出水期前に操作点検、訓練を実施。【市、県、国】
・出水時には水閘門操作人へ水位情報伝達を実施。【市】
・排水ポンプ車や照明車等の災害対策車輌・機器において、平常時から定期的に保守点検を行うとと

もに、機械を扱う職員等への教育体制も確保し、災害発生による出動 体制を確保。【国】

●課題
・大規模な浸水被害が生じた場合、不測の事態により十分機能を発揮できないおそれがある。

２） 確実な避難行動と社会経済被害の最小化のための、的確な水防活動に関する取組

確実な避難行動に関する取組
水防活動及び体制の強化に関する取組
排水活動及び施設運用の強化に関する取組

㉜ 排水ポンプ場や樋門樋管等の点検、試運転、操作訓練等の実施 【市、県、国：継続】

・ 【市、県、国】 排水ポンプ場や樋門樋管等の点検、試運転、操作訓練等の実施中。

排水ポンプ車による排水訓練実施状況
（佐伯河川国道事務所資料）

㉝ 大規模な浸水被害に対する緊急排水計画の検討や訓練の実施 【国：Ｈ２９年度～】

・ 想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域図及び氾濫シミュレーションをもとに、災

害対策車の配置（支援）計画をもとに、図上訓練を実施する。

今後の取組

これまでの取組（継続）
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㉞ 洪水に対しリスクが高い区間の監視のための、簡易水位計や量水標の設置
【県、国：継続】

・洪水に対しリスクが高い区間の監視のため、国では番匠川の３２箇所に簡易水位計をH31. 3月末ま

でに設置。

・簡易型河川監視カメラ(9ヶ所)については、Ｒ１年度末までに設置済み。

・【県】簡易型河川監視カメラ（１１基）を令和４年３月末までに設置済み。

これまでの取組（継続）

【大分県】

災害の危険性の見える化により、洪水等からの逃げ遅れが無いよう、適切な避難行動を促進

中小河川等における避難行動支援の充実（災害の危険性の見える化）

今後の取組

・【県】河川監視カメラを設置している６か所に量水標を設置予定。
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